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第５節 基本計画の特色 

基本計画は，以下の特色があります。 

（１）各施策の方向やポイントを明確化し，具体的な取組を推進していく基本計画 

２０３０年代の中長期的なまちの将来を展望する中で，４年間の計画期間における各施策の取組の方

向やポイントを明確化するとともに，その実現に向けた主要な事業を基本計画事業として示し，課題解

決に向けた施策展開を図ります。また，各施策の推進による成果を把握するため，目標値と併せた「ま

ちづくり指標」を設定し，施策の到達目標や成果を分かりやすく示します。 

（２）『共生社会の充実』につなげる施策を推進する基本計画  

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として取組を展開している共生社会の重

要性を発信する「パラハートちょうふ つなげよう，ひろげよう，共に生きるまち」の理念を更に発展

させ，「人にやさしいまち」を目指して，障害の有無，国籍，性別などによって分け隔てられることのな

い『共生社会の充実』につなげる施策を推進します。 

（３）取組の選択と集中の観点から重点プロジェクトを明確にして取り組む基本計画 

分野別計画における取組の優先性を踏まえた選択と集中を図る観点から，計画期間内において特に重

点的に取り組むべき主要事業を重点プロジェクトとして位置付け，目指すまちの姿と到達点を示しなが

ら取組を推進します。また，重点プロジェクトを横断して対応を図る必要がある課題に対しては，組織

横断的な連携を図るとともに，関連する重点プロジェクトを有機的に連動させながら，効果的・効率的

に取組を展開します。 

（４）施策推進・成果向上に資する視点を踏まえた取組を推進する基本計画 

基本計画に位置付ける各施策における取組の推進において，「デジタル技術の活用」，「共創のまちづく

り」，「脱炭素社会の実現」，「フェーズフリー」の４つの視点から，関連する各種取組の成果向上を図る

とともに，他の施策へ効果を波及させていくことも見据えます。 

（５）ＰＤＣＡマネジメントサイクルによる進行管理を行う基本計画 

計画（Ｐｌａｎ）・実施（Ｄｏ）・評価（Ｃｈｅｃｋ）・改善（Ａｃｔｉｏｎ）のＰＤＣＡマネジメント

サイクルによる行政評価を通して，各施策の取組状況や課題を整理し，施策・事業の適切な進行管理と

着実な推進，予算編成につなげていきます。 

（６）計画の特色を特集ページに 

基本計画の特色として，基本構想に掲げたまちの将来像『ともに生き ともに創る 彩りのまち調布』

の実現につなげる観点から，『ともに生きる』は“共生社会の充実”“人にやさしいまち”，『ともに創る』

は“共創のまちづくり”，『彩りのまち調布』は“うるおいとにぎわいのまちづくり”“ゼロカーボン”“デ

ジタル化”と，それぞれについて特集しています。 

   １　ともに生き ２　ともに創る ３　彩のまち

7



第１編 総論 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共生社会の充実を目指して   
 ○東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の大会ビジョンには，「多様性と調和」という基本コン
セプトが掲げられました。調布市は，大会開催を契機として，共生社会の重要性をこれまで以上に発信する
ため，「パラハートちょうふ」を標ぼうしながら様々な分野で取組を展開しています。 

○この「パラハートちょうふ」には「市内外の多くの方々が障害に対する理解を深め，一人一人が寄り添い，
手を取り合って暮らせる共生社会を充実したい」という思いを込めて取組を展開してきました。市は，この
考え方を更に発展させ，すべての人々が障害の有無，国籍，性別などによって分け隔てられることなく，一
人一人の個性が尊重され暮らしやすいまちを目指します。 

ソフト面の主な取組 

◆パラハート月間（毎年１２月）を活用した障害理解の促進 
◆パラハート冊子（２０２２年版）の作成 
◆パラハート啓発用グッズの作成 
◆調布市福祉作業所等連絡会や市内特例子会社等関連団体と 
連携した「パラアート展」の実施 

◆ほっとハートの実施（調布・府中・多摩３市合同による 
福祉作業所自主製作品販売会） 

◆心のバリアフリー，ヘルプマークの普及啓発 
◆バリアフリーハンドブックの作成 
◆情報バリアフリーの推進，音声コードの普及・活用 
◆東京２０２０大会のために作成したＤＶＤ 
 等を活用した市職員研修の実施 など 

障害理解の促進 

◆多様な主体と連携した障害者スポーツ体験会の実施 
◆「調布市障害者スポーツの振興における協議体」の活用 
による障害者のスポーツ活動機会の創出 

◆FC 東京あおぞらサッカースクール（障害児・者フットサル事業）の実施 
◆ほりでーぷらん（障害者余暇活動支援事業）の実施 
◆東京都市町村ボッチャ大会の実施 
◆日本車いすバスケットボール連盟との連携による 
「車いすバスケットボール Chofu エキシビションマッチ in むさプラ」 
の実施 

◆日本ブラインドサッカー協会との連携による市内小学校での 
「スポ育」の実施 など 

障害者スポーツの推進 

◆公共施設のバリアフリー化の推進 
（避難所（小・中学校体育館）の段差解消， 
 地域福祉センターの EV の設置など） 
◆人と環境にやさしい道路整備 
 （スタジアム通り・品川通りバリアフリー化，遮熱性舗装など） 
◆事業者と連携・協働による移動等円滑化の取組の推進 
◆トイレの洋式化（市公共施設のトイレ洋式化率９０％） 
◆サポートベンチの設置，公園・ポケットパークの整備 
◆多言語を含む公共サインの整備推進 
◆Ｗｉ－Ｆｉ環境整備，多言語マップの作成 
◆音声案内装置の設置 
◆市内飲食店・商店におけるバリアフリー設備等の設置促進 など 

 

ハード面の主な取組 

バリアフリー化・移動の円滑化の推進 

大会を契機とした取組の継承・発展 

＜人と環境にやさしい 

      道路の整備＞ 
＜サポートベンチ＞ 

1-１　ともに生き ２　ともに創る ３　彩のまち
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施策分野別の取組による共生社会の充実 

子ども 

男女共同 

参画 

障害者 

高齢者 

多様性 

外国人 

 学校・家庭・地域及び行政が連携しながら，次代を担う“調布っ子”の健やかな成長を支 

援し，一人一人の個性が尊重され，安心して学び成長できる環境づくりに取り組みます。 
◆子どもの健やかな成長の支援    ◆子育て家庭の支援 
◆児童虐待防止対策・いじめ防止対策 ◆子どもの貧困対策 
◆困難を抱える子ども・若者の自立に向けた支援 
◆ヤングケアラー支援        ◆人権教育の推進  
 【子ども・子育て家庭の支援】 【学校教育の充実】 【青少年の健全育成】  

 高齢者が住み慣れた地域で安心して，生きがいを持って元気に暮らすことができる地域づ 

くりを推進します。 
◆支え合いの地域づくりの推進    ◆認知症高齢者等への支援 
◆ケアラー（介護者）への支援    ◆高齢者の社会参加と生きがいづくり 
◆高齢者虐待の防止 など 
【高齢者福祉の充実】 

 一人一人のニーズに応じた生涯にわたる切れ目ない支援を行い，共に暮らす地域社会の実 

現を目指す中で，その人らしい自立した生活の充実が図られるよう取り組みます。 
◆相談等支援体制の充実      ◆障害福祉サービスによる生活支援 
◆医療的ケアへの支援体制の整備  ◆障害者の就労支援 ◆余暇活動支援の充実 
◆障害理解・バリアフリー化の促進 ◆障害者スポーツの振興 
◆文化芸術を通じた共生社会の充実（パラアート展の実施）   
◆インクルーシブ公園の整備 など 
 【障害者福祉の充実】 【活力ある産業の推進】 【市民スポーツの振興】 【文化芸術の振興】 

 性別にかかわりなく，全ての個人が喜びや責任を分かち合い，個性や能力を十分に発揮す 

ることができる社会の実現に取り組みます。 
◆調布市男女共同参画推進プラン（第５次）に基づく取組の推進 
 ・性別役割分担意識の解消 
 ・人権の尊重と多様性を認め合う社会づくり 
 ・あらゆる暴力（ＤＶ）の根絶 
 ・女性の活躍推進 ・生活上の困難に対する支援 など 
 【人権の尊重・男女共同参画社会の実現】 

 多様な性における人権が尊重され，誰もが社会のあらゆる分野で理解し合い，能力，個性 

を発揮できる社会の実現に向けた取組を推進します。 
◆多様な性における人権の尊重と理解促進 
◆パートナーシップ宣誓制度の導入 など 
 【人権の尊重・男女共同参画社会の実現】 

 多様な文化への理解を深め，地域社会の仲間として，安心して共に暮らすことができる多 

文化共生の地域づくりに取り組みます。 
◆国際理解・国際交流の推進 
 ・国際理解講座の実施 ・サウジアラビアとの文化交流 
◆外国人の生活支援の推進 
 ・通訳・翻訳事業 ・日本語学習の支援 ・外国人専門家相談会の実施 
◆多文化共生の推進 
 ・地域人材の育成 ・「やさしい日本語」の普及啓発 など 
  【平和施策・国際交流の推進】 
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困難を抱えている市民に必要な支援が行き届く 

人人人にににやややさささしししいいいまままちちちを目指して 

 
 
 

市は，「感染症拡大防止に向けた取組」，「市民生活及び子どもたちへの支援」，「地域
経済への支援」の三つの柱を基軸として，市民一人一人の命と健康，安全と安心を守
ることを第一に，市民生活支援としてセーフティネットを有機的に機能させるととも
に，地域経済への影響を的確に把握しながら，国や東京都の対策のほか，関係機関と
の連携の下，様々な対策に取り組む必要がある。 
国や東京都の動向とも連動しながら，引き続き市内における感染症の拡大防止と社

会・経済活動の維持・再活性化の両立に必要な対策を迅速かつ的確に実施していく。 

 

基本構想 まちの将来像  『ととももにに生生きき    ととももにに創創るる    彩彩りりののままちち調調布布』  

個の尊重 共生の充実 自治の発展 

共生の充実 『パラハートちょうふ～ひろげよう，つなげよう，共に生きるまち～』 

まちづくりの基本理念 

第６次基本構想（令和５（２０２３）年度～令和１２（２０３０）年度） 

基本 
目標３ 

基本 
目標２ 

市民を取り巻く厳しい環境への対応 

新型コロナウイルス感染症のまん延が市民生活にも大きな影響を及ぼすとともに，未

だその収束は不透明な状況にあり，コロナ禍を契機に，生活の困窮度が一層高まるケ

ースも見られる。 

社会潮流・課題 

新型コロナウイルス感染症は，世界中でまん延，市民生活に大きな影響を及ぼしている 

市は，市民に最も身近な基礎自治体として， 

市政の第一の責務である，市民の安全・安心 

の確保と市民生活支援に継続的に取り組み， 

様々な困難を抱えている市民に対して， 

必要な支援が行き届く，『人にやさしいまち』 

を目指していく。 

市民の安全・安心の確保と市民生活支援への継続的な対応 

安心して子どもを産み育てられ，将来を担
う子ども・若者が力を発揮できるために 

みんなで支え合い，いつまでも 
心穏やかに暮らすために 

1-2　ともに生き ２　ともに創る ３　彩のまち
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施策 具体的な取組 

施策０３ 
子ども・子育て
家庭の支援 

■子育て世代包括支援センターを中心とした切れ目ない子育て支援 
・本計画期間中にこども家庭センターを設置，児童福祉と母子保健の一体的な相談
支援体制の構築に向けた取組を検討，推進 

■ひとり親家庭等への支援 
■乳幼児・義務教育就学児・高校生世代に対する医療費助成 
■子どもの貧困対策 
・学習支援や相談・生活支援，子ども食堂・フードパントリー実施団体への支援 
■子どもの虐待防止対策 
・虐待防止センターが関係機関と連携し児童虐待の予防と早期発見に取り組むと 
ともに虐待を受けた子どもの支援・ケアに関する体制を整備 

■ヤングケアラーへの対応 
・関係機関と連携して実態を把握し，必要な支援の実施 
■子ども発達センターを中心に，関係機関と連携した子どもの発達支援 

施策０４ 
学校教育の充実 

■特別支援教育の推進 
■不登校児童・生徒への対応 
■個に応じたきめ細かな教育相談の充実 
■家庭における経済的な課題，ヤングケアラー，児童虐待等の課題を抱える 
児童・生徒の把握 

施策０５ 
青少年の健全育
成 

■困難を抱える子ども・若者の自立に向けた支援 
・子ども・若者総合支援事業「ここあ」において，相談・居場所・学習支援等の自
立支援を行うとともに，子ども・若者支援地域ネットワークを通じ，関係機関の 
横断的連携による支援を推進 

施策０６ 
共に支え合う地
域福祉の推進 

■包括的な支援体制の構築 
■相談支援機関のネットワークの構築とコーディネート機能の強化 
■地域課題の解決力の強化 
■住民主体の交流活動の場の充実 

施策０７ 
高齢者福祉の充
実 

■地域包括支援センターの機能強化 
■医療と介護の連携強化      ■ケアラー（介護者）への支援 
■認知症高齢者への支援の充実   ■見守りネットワークの推進 
■社会参加と生きがいづくり    ■健康づくり・介護予防の推進 
■支え合いの地域づくりの推進  

施策０８ 
障害者福祉の充
実 
 
 
 

■相談等支援体制強化  
■医療的ケアへの支援体制の整備  
■障害のある家族がいる家庭への支援 
■発達相談及び早期療育体制の充実 
■障害者の就労支援及び就労定着支援 
■重度障害者施設の整備 
■地域生活に向けた基盤整備 
■共生社会の充実に向けた取組の推進 

施策０９ 
セーフティネッ
トによる生活支
援 

■生活困窮者の自立支援（調布ライフサポートでの相談支援等） 
■生活困窮者世帯等の子どもの学習支援（貧困の連鎖防止と自立促進） 
■就労支援の充実 
■社会的な自立に向けた体制づくりの推進 

施策１０ 
雇用・就労の支
援 
 

■調布国領しごと情報広場による就労支援 
■就労支援セミナー        ■若者の職業的自立，就労の支援 
■子育てしながら働きたい方への就労支援 
■高齢者・障害者・低所得者等の就労支援 
■民間事業者と協力した高齢者等の就労支援 

施策１１ 
生涯を通じた健
康づくり 

■自殺対策の推進    ■歯と口腔の対策の推進 
■市民の健康づくり活動の支援  
■新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた健康危機管理対策 

施策１５ 
人権の尊重・男
女共同参画社会
の実現 

■人権教育            ■多様な性に係る相談・支援の実施  
■多様な性における人権尊重 
■政策・方針決定過程へ女性の参画促進 
■ワークライフバランスの実現 
■男女の人権の尊重 

施策１６ 
平和施策・国際
交流の推進 

■多文化共生の地域づくり 
■外国人支援の推進 

基本計画における 市民の安全・安心の確保と市民生活支援の取組 
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【まちの将来像の実現に向けた３つの柱】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本計画において，市は，分野別の計画に位置付ける各施策・事業を着実に推進していくため，市

政経営の２つの基本的な考え方である「参加と協働のまちづくり」，「効果的・効率的な行財政運営

の推進」を踏まえ，限られた経営資源を効果的・効率的に活用し，質の高い市民サービスを将来に

わたり持続的に提供していくこととしています。このため，調布市基本構想に掲げたまちづくりの

実践に当たっての３つの基本的な姿勢を柱とする行政改革の具体的な取組についても，これまでと

同様に行革プランとして基本計画において一体的に位置付け，不断の行政改革に取り組むもことと

します。 

第６次基本構想（令和５年度～令和１２年度） 

基本構想 まちの将来像  『ととももにに生生きき    ととももにに創創るる    彩彩りりののままちち調調布布』 

市民が主役のまちづくり 市民のための市役所づくり 計画的な行政の推進 

参加と協働のまちづくり 効果的で効率的な行財政運営 

参加と協働のまちづくり 

行革プラン２０２３における共創のまちづくり 

に 
行革プラン２０２３において市は，共創のまちづくりについて，３つの重要な視点の一つに掲げる
とともに，行革プラン２０２３における 6 つの方針において「方針１共創のまちづくりの実践」と
して位置付けています。 
 
 
○新型コロナウイルスの感染拡大等に伴う社会状況の変化により，これまで実践を重ねてきた市民
参加と協働について更なる創意工夫が求められています。また，市民ニーズや行政課題の多様
化・複雑化に対応するため，これまでの幅広い市民参加と協働のまちづくりを更に発展させ，企
業・大学・ＮＰＯ法人等の多様な主体とともに考え，ともに行動し，地域課題を解決していく共
創のまちづくりの必要性が今まで以上に高まっています。 

○そのため，産学官民それぞれの知見やノウハウを生かし，市における社会的課題の解決を目的に
活動する調布スマートシティ協議会をはじめ，多様な主体との連携による地域社会のデジタル化
や市民サービスの向上，新たな経済的価値の創出に資する取組を推進することも重要になりま
す。 

○加えて，共創のまちづくりの推進のための環境整備として，市民活動・地域コミュニティ活動の
更なる活性化に向けた取組と併せて，積極的な市政情報の発信やオープンデータ※の取組を推進
することによる市民との情報共有を推進していきます。 

※行政が保有しているデータを，機械判読に適したデータ形式で，二次利用が可能な利用ルールに
より公開すること 

基本計画における「共創のまちづくり」の位置付け 

【市政経営の２つの基本的な考え方】 

 

方針１ 共創のまちづくりの実践 

多様化・複雑化している行政課題や市民ニーズに対応していくため，これまで実践を重ねてきた参加と協働のまちづくり
を更に発展させ，行政との適切な役割分担の下，ＮＰＯ・企業・大学等の多様な主体と連携し，それぞれが持つ知見や技
術，ノウハウを生かしながら，ともに考え，ともに行動し，地域課題の解決に取り組むこと 

市における共創のまちづくりの考え方 

共創のまちづくりの推進 

【まちの将来像実現のために】 

１　ともに生き ２　ともに創る ３　彩のまち
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・包括的パートナーシップ協定に基づく連携によるがん啓発や相談体制整備【施策１１】 
・ｅスポーツを通じた包摂的な交流【施策０５ほか】 
・デジタル技術を活用した食育の推進【施策０４】 
・ＤＸ活用の健康づくりの取組【施策１１】 
・ｅ-City Labo を活用した取組【施策１６】 
・デジタル技術を活用した交通サービスの導入の促進【施策２６】 
・移動型円筒形太陽光発電設備の実証【施策２７】 
・食品残渣を活用した資源循環モデルの実証【施策２９】 
・企業を含む協定団体等との連携による災害対応能力の強化【施策１】 
・多機関連携による支援体制の構築【施策０６・０７・０８】 
・高齢者，障害者の就労の場の確保【施策０７・０８】 
・デジタル技術を活用した単身高齢者等の見守りの促進【施策２４】 
・生活困窮者自立相談支援事業（就労支援）（調布ライフサポート）【施策０９】 
・「中小企業等支援に関する包括協定」を締結する金融機関等との連携【施策１０】 
・相互友好協力協定の締結大学等の多様な主体との連携【施策１２】 
・様々な主体と連携した市民スポーツの振興【施策１３】 
・ＦＣ東京との連携による平和祈念事業の推進【施策１６】 
・調布市観光協会，映画・映像関連企業及び水木プロダクション等との連携【施策１９】 
・多様な主体と連携しながら空き家の未然防止，利活用による地域活性化及び特定空き家等対策の推進【施策２４】  
・シェアサイクルの促進【施策２６】 
・連携・協働による環境保全活動の推進【施策２７】 
・事業者との連携による３Ｒの推進【施策２９】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産学官民による新たな連携の取組～調布スマートシティ協議会 

に 

多様な主体と連携した主な取組   

調布スマートシティ協議会は，産学官民が能動的に連携し共有価値を創造し，社会的課題の解決と経済的価
値の創出を両立させながら，持続的に進化し続ける「共有価値創造型スマートシティ」を目指しています。 

 
参加団体（１０団体）令和４年１２月１９日現在 

団体） 

設立総会 令和３年６月 

電気通信大学 UEC アライアンス 
センター（100周年記念ホール） 

産学官と連携した取組事例 【】内は関連する施策 

ｅスポーツを通じた包摂的な交流
（ふじみ交流プラザ） 

 
包括的パートナーシップ協定 

に基づく連携 

協議会の取組方向イメージ 設立から令和４年度までの主な取組 

 

令和５年度からの取組 

 

・定期的に会議（幹事会）を開催 

・参加団体間の交流・関係強化 

【主な事業内容】 

・CDC 事業（調布・デジタル・長寿） 
高齢者のデジタルデバイド解消，健康寿
命の延伸，主観的幸福度の向上を目指す
取組（東京都補助事業） 

・設立１周年記念イベント 
スタンプラリー等の複数イベント実施 

施策分野ごとにワーキンググループを組成し活動を推進 

・参加団体間の更なる関係強化 
・地域課題の解決に向けた，データ連携に
よる先進的な取組の展開 
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〇京王線の地下化を契機とする南北一体の街づくりにおいて， 
 ２１世紀の調布のまちの骨格となる都市基盤整備や複合商業施設 
 の開業等 ，ソフト・ハード一体となったまちづくりを前進させて 
 きました。今後，調布駅前広場や鉄道敷地の整備が完了すること 
により，これまでのまちづくりの成果が実を結ぶ大きな節目を迎え 
ます。 

〇引き続き，魅力あふれる豊かなまちを目指し，都市としての付加 
価値を高め，まち全体の活力と市民生活の質の向上につなげて 
いくための取組をソフト・ハード一体となって推進します。 

■文化芸術にふれる機会の確保 

・文化・コミュニティ振興財団や関係団体との連携の下，市民ニーズを捉えた多彩な文化芸術事業の 

実施，市民の活発な文化芸術活動の促進 

・市内の文化芸術資源の活用・連携の推進やデジタル技 

術を活用した文化芸術作品の鑑賞機会の充実など， 

市民が身近に質の高い文化芸術にふれることのできる 

機会の確保 

■文化芸術活動を通じた共生社会の充実 

・東京２０２０大会に向けて，福祉作業所等連絡 

会等との連携による「パラアート展」など， 

文化芸術振興を通じた更なる障害理解の促進 

や共生社会の充実につながる取組の推進 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
■古刹・深大寺を核とした魅力の発信 
 深大寺だるま市や深大寺そばまつりなど，古刹・深大寺をはじめ， 
バラ・フェスタなど，都立神代植物公園主催の各種イベントの開催， 
調布市観光ボランティアガイドの活動をより一層支援し，深大寺 
周辺地域の効果的な魅力発信の推進 

■「映画のまち調布」の推進 
・映画・映像関連企業が集積する特徴を生かし，映画・映像を「つくる」， 
「楽しむ」，「学ぶ」をテーマとして，映画・映像関連企業をはじめ，市民 

・団体との連携・協働の下，「映画のまち調布」ならではの取組の推進 
■「水木マンガの生まれた街 調布」の推進 
・水木氏の作品や著作などの御功績を後世に伝えつつ，まちづくりにも生かす 
取組の推進  ・「ゲゲゲ忌」をはじめ水木氏の作品の魅力発信 

 
 
 
 
 
 
 
 

ゼロカーボンシティ調布 

＜調布国際音楽祭＞ ＜パラアート展作品制作の様子＞ 

施策 20 

① 文化芸術 

③ 産業・観光 施策17・19 

＜深大寺＞ 

＜ゲゲゲ忌の様子 ©水木プロ＞ 

多彩な地域資源 

京王線の地下化を契機としたまちの骨格づくり 

■相互友好協力協定締結大学との連携 
・文化，教育，スポーツなど様々な分野において，相互友好協力協定を締結している 
市内及び近隣の７大学等と連携した各大学の特色を生かした取組の展開を図るとともに， 
各大学の特色を生かした連携事業や各大学が実施する公開講座等の取組を活用し，市民の幅 
広いニーズに応じた多様な学びの機会の提供 

⑤ 産官学連携 

＜協定締結大学の紹介事例＞ 

にににぎぎぎわわわいいいとうううるるるおおおいいいのある 
 
 

１　ともに生き ２　ともに創る 3-1　彩のまち
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■誰もがスポーツに親しむことができる機会の創出 
・年齢や障害の有無にかかわらず，スポーツを「する」・「みる」・ 
「支える」の観点から，調布市体育協会や各競技団体等との連携 
による誰もがスポーツに親しむことができる機会の創出 

■障害者スポーツの振興 
・パラリンピックを契機としたレガシーを継承・発展させていくため， 
障害者スポーツの振興における協議体の活用や，各競技団体・関係団体 
と連携した障害者スポーツ体験会の実施など，障害の有無にかかわらず， 
誰もがスポーツに親しむ機会を創出し，スポーツを通じた障害理解の促 
進や共生社会の一層の充実に向けた取組の推進 

・日本車いすバスケットボール連盟及び日本ブラインドサッカー協会等との 
連携によるパラスポーツの普及・啓発と障害理解の促進 

■地域ゆかりのチームや選手を通じたスポーツ振興 
・味の素スタジアムを本拠地とするＦＣ東京とのパートナーシップの更なる 
 充実，連携協定を締結している東芝ブレイブルーパス東京及び東京サントリー 
サンゴリアスをはじめ，ＮＴＴ東日本バドミントン部や読売巨人軍などと連携したスポーツの振興 
 

 
 
 
 
 
 
 

ゼロカーボンシティ調布 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

魅魅魅力力力に満ちたまちを目指して 
 
 

ラグビーワールドカップ・東京２０２０大会のレガシーの継承・発展 

〇世界最大級のスポーツ大会であるラグビーワールドカップ２０１９日本大会，東京２０２０オリン 
ピック・パラリンピック競技大会が東京スタジアム，武蔵野の森総合スポーツプラザ，都立武蔵野の森
公園において，６つの競技が開催されたことによる，まちづくりの多面的な効果をレガシーとして，継
承・発展させていきます。 

〇とりわけ，パラリンピックが市内で開催されたことを受け，障害の有無にかかわらず，誰もが住み慣 
れたまちで安心して暮らし続けられる共生社会の一層の充実に向け標ぼうした「パラハートちょうふ  
つなげよう，ひろげよう，共に生きるまち」の下，様々な分野で取組を展開していきます。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

を未来につなぐ 

② スポーツ 

 

施策 13 

＜障害者スポーツ体験会の様子＞ 

■水と緑の保全 
・身近な水と緑を守り，育て，人と自然が共生するまちづくりを推進し，豊かな自然環境を 
将来世代に継承 

■深大寺・佐須地域の里山環境の保全・活用 
・武蔵野の面影を残す里山の風景が形成されている深大寺・佐須地域について， 
市民との協働の下，崖線や都市農地等の緑の保全，生物多様性の保全 

・深大寺・佐須地域における農業公園の整備により農の風景を継承する取組の推進 
■農のある地域づくり 
・市民農園やふれあい体験農園，農業体験ファームなど，市民が農にふれあえる 
機会づくり 

・市内農産物のＰＲ，地産地消により農業を身近に感じる機会の創出 

④ 豊かな自然環境 

※東京スタジアム，武蔵野の森総合スポーツプラザ，武蔵野の森公園を含むエリアは，「武蔵野の森オリンピック・パラリンピックパーク」として名付けられました 

施策 28 

＜青赤ストリートの様子＞ 

＜深大寺・佐須地域の風景＞ 

＜マルシェ ドゥ 調布の様子＞ 

■産学官民連携によるまちづくり 
・デジタル技術を活用した市民サービスの向上や社会的課題の解決に向けた 
調布スマートシティ協議会の活用など，産学官民による連携・協働の取組の推進 
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ゼロカーボンシティ調布 
の実現を目指して 

令和３年４月１６日に調布市と調布市議会は，脱炭素社会の実現に向けて「２０５０年までに二酸化炭素
排出実質ゼロ」にする「ゼロカーボンシティ」を目指すことを宣言しました。 

調布市ゼロカーボンシティ宣言～2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロを目指して～ 

総合戦略の６つの目標 

ゼロカーボンシティとは 
２０５０年までに二酸化炭素（温室効果ガス）排

出量を実質ゼロ（温室効果ガスの人為的発生源に
よる排出量と，森林等の吸収源による除去量との
間の均衡を達成すること）を目指す旨を首長が公

表した地方自治体のこと 

調布市ゼロカーボンシティ宣言 
～2050年二酸化炭素排出実施ゼロを目指して～ 

近年，地球温暖化が原因とされる気候変動により，記録的な猛暑や集中豪雨，台風の強大化等による自然

災害が多発し，これまでにない気象異変が地球規模で発生しています。こうした状況は，もはや地球温暖化

問題が気候変動の域を超えて，人類の生存基盤を揺るがす「気候危機」として，私たちの市民生活にも影響

を及ぼす身近で大きな脅威となっています。 
2015年に合意されたパリ協定では，「世界全体の平均気温上昇を産業革命前に比べ2℃より十分に低く

抑えるとともに，1.5℃に抑える努力を追求する」ことが定められています。これを実現するためには，温室

効果ガスの最も大きな割合を占める二酸化炭素を排出しない社会に転換していかなければなりません。 

 調布市としても気象災害から市民の安全・安心を守り，安定した気候に育まれた生活や文化を継承してい

くため，持続可能な開発目標 SDGs の目標達成につながる資源循環型社会への転換や脱炭素社会の実現など，

地球温暖化への適応，並びに対策の取組をより強力に推進する必要があるものと考えており，令和3 年 3月

に「めざそう脱炭素のまち調布ひとりひとりの“かしこい選択”がつくる わたしたちの暮らしと未来」を将

来像に掲げ，長期目標を「2050 年二酸化炭素の排出実質ゼロ」とする調布市地球温暖化対策実行計画を策

定しました。 
先人から受け継いできた調布市の豊かでうるおいのある自然環境を子どもや若者たちの次世代に引き継

ぎ，暮らしと社会を持続可能なものとしていくため，調布市と調布市議会は，脱炭素社会の実現に向けて，

国・東京都と連携し，市民や事業者等の多様な主体と力を合わせて，2050 年までに二酸化炭素の排出実質

ゼロを目指す「ゼロカーボンシティ」の実現に向けてオール調布で取り組むことをここに宣言します。 

令和３（２０２１）年４月１６日            

   調布市長 長友 貴樹  調布市議会議長 渡辺 進二郎 

１　ともに生き ２　ともに創る 3-2　彩のまち
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温室効果ガスの削減に向け市民・事業者・市の各主体が連携・協働し取り組む内容を定めた計画 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

策
定
の
視
点 

○ＳＤＧｓの目標達成に向けた貢献，2050 年までの脱炭素社会実現を目指した取組を推進 
○気候変動による影響への対応（適応策）の推進 
○市の温室効果ガス排出量に占める割合の高い家庭，事業所（市役所含む）における対策を推進 
○新型コロナウイルス感染症を契機とした経済・社会システムの変化を踏まえた対策を推進 

施
策
体
系 

施策１ 脱炭素型ライフス
タイル・ビジネス
タイルの普及 

1-1 家庭における脱炭素型ライフスタイルの普及 
1-2 事業所における脱炭素型ビジネススタイルの普及 
1-3 市の率先行動 
1-4 地球温暖化に関する環境学習の推進 

施策２ 再生可能エネルギ
ー等の利用推進 

2-1 再生可能エネルギ―等の利用推進 
2-2 次世代エネルギーに関する普及啓発 

施策３ スマートシティの
実現 

3-1 スマートシティの推進 
3-2 環境に配慮した交通手段の利用促進 
3-3 緑の保全・創出による地球温暖化対策 

施策４ 循環型社会の形成 
 

4-1 ３R の推進 
4-2 プラスチック対策 
4-3 食品ロス対策 

施策５ 気候変動への適応 
 

5-1 地球温暖化及び気候変動に関する情報提供 
5-2 自然災害への対策 
5-3 暑熱対策の推進 

策
定
の
視
点 

○社会情勢の変化や国内外の動向への対応 
○市の関連計画との連携・整合 
○SDGｓへの貢献を見える化した計画の策定 

施
策
体
系 

チーム調布市役所の率
先行動 
～日常業務における実
践行動～ 

■アクション１ 省エネルギー 
■アクション２ 省資源・ごみ減量 
■アクション３ プラスチック対策（CHOFU ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ･ｽﾏｰﾄｱｸｼｮﾝ） 
■アクション４ グリーン購入 

施設の新築，改修時の
取組 

■施設の新築，増築，改修等での環境配慮 
■設備・機器の更新・導入に当たっての環境配慮 など 

再生可能エネルギーの
導入拡大 

■再生可能エネルギーの導入拡大  
■公共施設で使用する電力の再生可能エネルギーへの転換促進， 
環境配慮契約の導入  

■新たな省エネ電力調達手法の研究 

ゼロエミッションビーク
ル（ZEV）導入推進等 

■公用車 ZEV の導入と再エネ充電設備の普及促進 
■委託事業者への協力依頼 

ゼロカーボンシティの実現を目指した調布市の取組 

 

調布市地球温暖化対策実行計画 

～デジタルの活用で一人ひとりの幸せを実現する地域社会～ 

調布市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）              令和３年３月策定 

総合戦略の６つの目標 

令和 12（2030）年度に温室効果ガス（二酸化炭素）の排出量を平成 25年度比 40％
削減を目指す 中期目標 

調布市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）             令和３年３月策定 

総合戦略の６つの目標 

長期目標 令和 32（2050）年度に温室効果ガス（二酸化炭素）の排出実質ゼロを目指す 

平成 25年度の排出量に対し，令和１２年（2030）年度までに排出量 40％以上の温
室効果ガス（二酸化炭素）削減を目指す 
削減を目指す 

中期目標 

市役所で実施する地球温暖化対策の取組について定めた計画 

短期目標 平成 25年度の排出量に対し，令和７年（2025）年度までに排出量 17.1％以上の温
室効果ガス（二酸化炭素）削減等を目指す 
削減を目指す 
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調布市デジタル化総合戦略（以下「総合戦略」という。）は，国の自治体DX推進計画の内容をベース

に策定した調布市デジタル化基本戦略を引き継ぎ，官民データ活用推進基本法やデジタル社会の実現に

向けた重点計画の考え（「デジタルの活用により一人ひとりのニーズにあったサービスを選ぶことがで

き，多様な幸せが実現できる社会」）を踏まえ，基本構想で掲げたまちの将来像の実現のため，基本計

画（分野別計画・行革プラン）に位置付けた各取組に対するデジタル技術の活用方針を示したものです。 

  

行政のデジタル化 

〇デジタルファースト 

 →個々の手続・サービスが一貫してデジタルで完結 

〇ワンスオンリー 

 →一度提出した情報は二度提出不要 

〇コネクテッド・ワンストップ 

→民間を含む複数の手続，サービスを一元化 

デジタルの活用で一人ひとりの幸せを実現する地域社会 

〇いつでもどこでも欲しい情報やサービスにアクセスしたい 

 （市役所に行かなくてもよい）→66.4％ 

〇様々なデータがつながることで利便性が高まる 

→53.4％ 

〇自分の好みにあった情報が提供される（情報やサー 

ビスの最適化）→39.2％ 

 

総合戦略のメインテーマ実現

に向けて，３つの視点と， 

それを踏まえた６つの目標を

掲げ，デジタル化を推進して 

いきます。 

【６つの目標と基本計画（分野別計画・行革プラン）との関係】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調布市デジタル化総合戦略の位置付け 

３ 総合戦略のメインテーマと３つの視点及び６つの目標 

 
調布市デジタル化総合戦略 

 

市民サービスのデジタル化＝どこでも市役所の実現 

行政内部のデジタル化＝デジタルツールを使いこなせ 

地域社会のデジタル化＝誰もが必要な時に必要な情報を活用できる社会 

３
つ
の
視
点 

市民サービスのオンライン化実施の三原則 

２ 市民サービスのデジタル化に関する取組の背景 

住民ニーズ  

※出典：2022年 6月デジタル社会意識調査 Glocom他 

令和２年２月                              令和４年４月                                   令和５年４月   

デジタル化総合戦略 

デジタル化基本戦略 

自治体DX推進計画 （官民データ活用推進基本法・デジタル社会の実現に向けた重点計画の考え） 

 

地域社会のデジタル化 
デジタルデバイド対策，データ利活用 

行政のデジタル化 
ぴったりサービス・キャッシュレス・標準化 

総
合
計
画 

基本構想 

基本計画 
（分野別計画・行革プラン） 

総合戦略の 

メインテーマ 

市民の利便性向上＝マイナンバーカードの活用を中心とした「どこでも市役所」の実現 

業務の効率化＝主要２０業務の基幹システムの標準化・ガバメントクラウドの活用 

デジタル（IT）人材の育成＝デジタルツールを使いこなせる専門人材の確保・育成                               

安全・安心の確保＝情報セキュリティ・リテラシーの確保，防災など市民生活分野のデジタル化 

データの利活用（ヘルスケア・モビリティ・脱炭素化）＝誰もが必要な時に必要な情報を活用できる地域社会 

デジタルデバイド対策＝デジタル機器・サービスに慣れていない方への対応・サービスデザイン                                 

分野別計画 行革プラン 

基本計画との関係 

６
つ
の
目
標 

分野別計画 

分野別計画 

分野別計画 

分野別計画 

行革プラン 

行革プラン 

行革プラン 

誰一人取り残さない，人に優しいデジタル化の実現に向けて 

 

行革プラン 

行革プラン 

（素案） 

 

１　ともに生き ２　ともに創る 3-3　彩のまち
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♦台風や線状降水帯等による豪雨災害や首都直下地震等の大規模災害の発生も予想さ
れる中，被害の防止・軽減を図るため，令和元年の台風第１９号での経験等を生か
し，効率的・効果的な災害対応を一層推進していく必要がある。防災情報のデータ化，
関係機関の間でのデータ連携，災害対応のデジタル化を通じ，迅速かつ効果的な災害
対応を図る 

 「どこでも市役所」の実現 

♦法令等に基づき書面，対面でないと
完結しない手続きが多く，市民の利
便性が向上しない 

♦マイナンバーカードの活用を 
中心に，市役所に行かなく 
ても，どこでもサービスが利 
用できる地域社会 

基幹システムの標準化 

♦全国の地方自治体がそれぞれ独自 
の情報システムを利用していることで 
ベンダーロックインやシステム経費の 
負担が増加している 

♦主要２０業務の基幹システムについ 
て，国が進めるガバメントクラウド上 
に構築された標準化基準を満たすア 
プリケーションの中から調布市に適した 
効率的で効果的なシステムを選択し， 
円滑な市役所業務が遂行できる環境 

♦IT人材は 2030年に日本全体で 
最大，79万人不足するとの予測 

2017年 
17.1万人 

2020年 
36.9万人 

2030年 
78.9万人 

♦デジタル人材の育成・確保 
デジタル技術の革新等に的確かつ柔軟
に対応するため，常に市職員のデジタル
人材像を探求しながら，必要となる学
びの場を構築する 

♦国や関係機関の動向を踏まえ，調布市情報セキュリティポリシーに基づき，物理的，人
的，技術的セキュリティを確保することを前提に情報資産を管理していく。また，例えばス
マートフォンの利用をはじめとする市民の情報リテラシー向上に資する取組を展開していく 

♦平成１６年に市民参画で策定された調布市地域情報化基本計画の「誰もが必要な
時に必要な情報を活用できる」という考え方を引き継ぎ，データの分散管理を基本とし
た，電子署名技術などのトラスト基盤の構築，基盤データの整備，データ連携を可能
とするシステム構築などを検討することで行政手続のワンスオンリーを実現するとともに，新
たな価値の創出を図る 

データの利活用＝誰もが必要な時に必要な情報を活用できる 

♦デジタル機器・サービスに慣れていない方への対応 
・直接的にサービスを利用しない方やデジタルツールを持てない 
人への対策も必要 

 

市民の利便性

向上 

 
業務の効率化 

デジタル(IT) 

人材の育成 

安全・安心 

の確保 

データの利活用 

ヘルスケア 

モビリティ 

脱炭素化 

デジタルデバイド 

対策 

情報セキュリティ・リテラシーの確保 
 

誰一人取り残さない，人に優しいデジタル化 

４ 総合戦略の６つの目標＜課題と目指す姿＞ 

♦サービスデザイン 
・アクセシビリティ向上のためのデザイン思考の実践 

♦デジタルリテラシーの向上 
・学校教育におけるプログラミング教育 
・社会人向けのリカレント教育 

国が示す「デジタルを活用した交通社会２０２２」では，「暮らし目線からのサービス設計」
が重要視されるとともに，SDGs の考え方や自助・共助・公助を土台とする地球環境に優し
いモビリティ（MaaSなど）の活用が注目されており，これらの考え方を踏まえた取組を検討
していく 

市民生活に密接に関連した，公共分野（防災など）に準ずる情報のデジタル化 

デジタルツールを使いこなせ 

目指す姿 課題 
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